
第２期スポーツ基本計画
＜基本目標＞子どもの運動・スポーツ機会の充実

国施策

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、「幼児期運動指針」やこれに基づく指導参考資料を各幼稚園や保護者等に普及し、活
用を促すことで、幼児期からの運動習慣づくりを推進する。

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、発達段階に応じて基礎的な動作を獲得できる「アクティブ・チャイルド・プログラム」等の
運動遊びプログラムの普及及びその指導者に関する情報提供等により、放課後子供教室等での多様な運動を体験する機会の提供や保護
者への啓発活動を促進し、小学生の運動経験の充実を図る。

・国は、地方公共団体と連携し、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」により全国的な子供の体力・運動能力等を把握し、その分析結果
を周知する。これに基づき、地方公共団体及び学校は、それぞれの成果と課題を検証し、体育・保健体育の授業等を改善する。

・国は、地方公共団体と連携し、武道を指導する教員の研修、指導者の派遣、武道場の整備等を通じて、中学校における武道の指導を充実
する。

・国は、地方公共団体等と連携し、小学校における体育の専科教員の導入を促進するとともに、運動が苦手で意欲的でない児童生徒や障
害のある児童生徒が運動に参画できるよう研修を充実するなど、教員採用や研修の改善を通じ、学校体育に係る指導力の向上を図る。

・国及び地方公共団体は、運動部活動が、学校教育の一環として、生徒がスポーツに親しみ、生徒の責任感や連帯感を養う上で、重要な活
動として教育的意義が高いことを踏まえ、運動部活動における指導力の向上や指導体制の充実を図る。そのため、スポーツ指導に係る専門
性を有し、教員と連携して運動部活動をささえ、大会引率も可能な部活動指導員について、中体連、高体連、スポーツ団体、総合型クラブ、
民間事業者等と連携し、配置を促進する。

・国は、日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）及び地方公共団体と連携し、災害共済給付業務等から得られる学校体育活動中の死亡事故等の
情報提供や事故防止に関する研修等を充実することにより、重大事故を限りなくゼロにするという認識の下で学校体育活動中における事故
防止の取組を推進する。

・地方公共団体は、国の支援も活用しつつ、耐震化や芝生化など学校体育施設・設備を整備することにより、学校における子供のスポーツの
場を充実する。

・国及び日体協は、地方公共団体及びスポーツ団体と連携し、運動部活動に関わる教員や外部指導員等におけるスポーツ指導者資格の保
有者の増加を図り、児童生徒がより適切なスポーツ指導が受けられるようにする。

・国は、地方公共団体等と連携し、全ての特別支援学校が、在校生・卒業生・地域住民がスポーツに親しめる地域の障害者スポーツの拠点
となることを支援することにより、身近な地域で障害者がスポーツに親しむ環境を整備する。

・国は、地方公共団体及び大学と連携し、全ての学校種の教員に対する障害者スポーツへの理解を促進するための研修等を推進するととも
に、国及び地方公共団体は、特別支援学校等に障害者スポーツ用具等の設備を整備することにより、学校における障害児のスポーツ環境
を充実させる。

・国は、地方公共団体と連携し、2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催することにより、2020年東京大
会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。これを踏まえ、スポーツ団体は、障害のある子供たちの全国的なスポーツイベ
ントの開催を推進することにより、障害のある子供のスポーツ活動とその成果を披露する場を充実させる。

・国は、地方公共団体、学校及びスポーツ団体等と連携し、女性スポーツに関する調査研究を行い、女子児童のスポーツへの積極的な参加
や女子生徒の運動習慣の二極化を含め女性特有の課題を整理するとともに、これまでトップアスリートを対象に蓄積してきた研究や支援の成
果も活用しつつ、女性がスポーツに参画しやすい環境を整備する。



＜基本目標＞生涯を通じたスポーツ機会の充実

国施策

・国は、「する」「みる」「ささえる」スポーツの楽しみ方や関わり方等をわかりやすく提案するとともに、スポーツ未実施者への働きかけやスポー
ツの継続的実施のための方策等について整理した「ガイドライン」を策定し、その普及を通じて地方公共団体やスポーツ団体等の取組を促
進することにより、誰もがライフステージに応じてスポーツに親しむ機会の充実を図る。

・国は、産業界、地方公共団体及び保険者等と連携し、通勤時間や休憩時間等に気軽にスポーツに取り組める環境づくりに向けたプロモー
ション活動の展開や民間事業者の表彰等を通じて、ビジネスパーソンのスポーツ習慣づくりを推進するとともに、民間事業者における「健康経
営」を促進し、スポーツ参画人口の拡大を図る。

・国は、先進事例の情報提供等を通じて、地方公共団体、民間事業者及びスポーツ団体等による連携・協働体制の整備を促進することによ
り、女性の幼少期から高齢期を通じ、女性のニーズや意欲に合ったスポーツ機会を提供する。

・国は、地方公共団体と連携し、特別支援学校や総合型クラブ等において障害者スポーツに取り組みやすい環境を整備するなど、障害者ス
ポーツの裾野拡大に向けた取組を推進する。

・国は、障害者スポーツの推進体制を構築するための実践研究の成果等を活用し、地方公共団体において、障害者スポーツの所管をス
ポーツ担当部局に一元化することを含め、スポーツ関係部局・団体等と障害福祉部局・団体との連携・協働体制の構築を促進することにより、
障害者スポーツを総合的に振興する体制の整備を推進する。

・国は、先進事例の情報提供等を通じて、地方公共団体、学校、スポーツ団体、医療機関及び障害者福祉団体等による連携・協働体制を整
備することにより、障害者の幼少期から高齢期を通じニーズや意欲に合ったスポーツ機会を提供する。

・国は、地方公共団体等と連携し、総合型クラブが障害者スポーツを導入するためのガイドブックを普及すること等により、総合型クラブへの
障害者の参加を促進（平成27年度現在40％→目標50％）し、健常者と障害者がともにスポーツに参画する環境を整備する。

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体と連携し、障害者スポーツの体験会等を支援することなどを通じ、障害者スポーツに対する理解を促
進する。（障害者スポーツの直接観戦経験者　平成27年度現在4.7％→目標20％）

・国は、地方公共団体、スポーツ団体及び障害者福祉団体と連携し、スポーツに参加していない障害者の状況やニーズの把握、各地域にお
ける障害者スポーツ用具等の整備、地域の障害者福祉施設等を活用した福祉サービスにおける障害者がスポーツに触れる機会の提供や中
途障害者がスポーツに出会い親しむ機会の提供等の取組を推進する。

・国は、「地域における障害者スポーツ普及促進に関する有識者会議報告書」を普及し、地方公共団体、学校、スポーツ団体、民間事業者
等による、①障害児のスポーツ活動の推進、②障害者のスポーツ活動の推進、③障害者と障害のない人が一緒に行うスポーツ活動の推進、
④障害者スポーツに対する理解促進、⑤障害者スポーツの推進体制の整備等の取組を推進する。

・国は、先進事例の情報提供等を通じて、地方公共団体、民間事業者及びスポーツ団体等による連携・協働体制の整備を促進することによ
り、女性の幼少期から高齢期を通じ、女性のニーズや意欲に合ったスポーツ機会を提供する。

・国は、地方公共団体、ＪＳＣ、スポーツ安全協会、日体協及び医療機関等と連携し、種目別や世代別のスポーツ障害、外傷、事故等の情報
収集・分析を行うとともに、安全確保に向けた方策をとりまとめ、普及・啓発することにより、安全にスポーツを行うことができる取組を促進する。

・国は、日体協、総合型クラブ全国協議会、ＪＳＣ及び地方公共団体等と連携し、総合型クラブによる行政等と協働した公益的な取組の促進を
図るための登録・認証等の制度の枠組みを策定し、これに基づき、日体協及び各都道府県体育協会等は、関係団体と連携し、総合型クラブ
の登録・認証等の制度を整備する。（平成27年度現在０→目標47都道府県）

・国は、日体協、総合型クラブ全国協議会、ＪＳＣ及び地方公共団体等と連携し、広域スポーツセンターを含めた支援主体の役割分担を明確
化して支援体制の再構築を図る。

・イを踏まえ、国、日体協、総合型クラブ全国協議会及び地方公共団体は、関係団体と連携し、都道府県レベルで中間支援組織を整備（平
成27年度現在０→目標47都道府県）するとともに、研修会等の開催や先進事例の情報発信等により、ＰＤＣＡサイクルにより運営の改善等を
図る総合型クラブの増加（平成27年度現在37.9％→目標70.0％）など総合型クラブの質的充実を推進する。

・地方公共団体は、ウにより整備された中間支援組織について、例えば地方スポーツ推進計画に位置付けを示すなど、中間支援組織の取
組を支援し、総合型クラブの質的充実等を促進する。

・国は、ＪＳＣ及び日体協と連携し、中間支援組織が主体となり総合型クラブの自立的な運営を促進する事業や地方公共団体が主体となり総
合型クラブによる地域課題解決に向けた取組（平成27年度現在18.4％→目標25％程度）を推進する事業を支援することを通じて、総合型クラ
ブの質的な充実を促進する。



・国は、日体協、総合型クラブ全国協議会及び地方公共団体等と連携し、総合型クラブの登録・認証等の制度及び中間支援組織の整備状
況などを定期的に把握するとともに、市町村が主体となり総合型クラブの育成を促進する取組を支援することにより、総合型クラブの自立的運
営を促進する。

・国及び日本障がい者スポーツ協会（日障協）は、スポーツ団体、地方公共団体、大学・専修学校及び日体協と連携し、学校の教員・総合型
クラブの関係者・行政職員等を対象にした研修の実施や障がい者スポーツ指導員の資格が取得できる大学・専修学校の拡大等により、障害
者スポーツ指導員の養成を拡充する（平成27年度現在2.2万人→目標３万人）。その際、指導者になる障害者の増加や講習機会の充実を図
る。

・国は、地方公共団体、日体協（各都道府県協会を含む）及び中央競技団体と連携し、学校、地域、総合型クラブ及び民間スポーツクラブ等
におけるスポーツ指導機会を充実し、例えば、それらを掛け持つことによりフルタイムでスポーツ指導に従事できるような、スポーツ指導者が
「職」として確立する環境を醸成する。

・国は、地方公共団体が委嘱するスポーツ推進委員について、総合型クラブや地域のスポーツ団体等との連携・協働を促進することができる
優れた人材の選考と研修の充実を支援することにより、地域スポーツの振興をささえる人材の資質向上を図る。

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体と連携し、研修等の海外の最先端のスポーツ政策を学ぶ機会を充実し、我が国のスポーツ施策を推
進する人材の資質を向上させる。

・国及び日障協は、スポーツ団体、地方公共団体、大学・専修学校及び日体協と連携し、学校の教員・総合型クラブの関係者・行政職員等を
対象にした研修の実施や障がい者スポーツ指導員の資格が取得できる大学・専修学校の拡大等により、障害者スポーツ指導者の養成を拡
充する（平成27年度現在2.2万人→目標３万人）。その際、指導者になる障害者の増加や講習機会の充実を図る。

・国は、公立や民間のスポーツ施設の実態を３年に１回把握するとともに、「スポーツ施設のストックの適正化に関するガイドライン」に基づく地
方公共団体の取組状況を毎年把握し、先進事例の情報提供等により地方公共団体が行う施設計画の策定を促進する。

・地方公共団体は、国の上記ガイドラインや情報提供等に基づき、施設の長寿命化、有効活用及び集約化・複合化等を推進しスポーツ施設
のストックの適正化を図る。また、性別、年齢及び障害の有無等の利用の特性にも配慮したスポーツ施設の利用しやすさの向上やＩＴの活用
等により、利用者数の増加、維持管理コストの低減及び収益改善等を推進する。

・地方公共団体は、国による先進事例の情報提供や技術的支援等を踏まえ、スポーツ施設の新改築、運営方法の見直しにあたり、コンセッ
ションをはじめとしたＰＰＰ／ＰＦＩ等の民間活力により、柔軟な管理運営や、スポーツ施設の魅力や収益力の向上による持続的なスポーツ環
境の確保を図る。

・国は、スポーツ施設の整備の促進と併せて、地方公共団体、スポーツ団体及び民間事業者等と連携し、体操やキャッチボール等が気軽に
できる場としてオープンスペースなどの有効活用を推進し、施設以外にもスポーツができる場を地域に広く創出する。

・国及び地方公共団体は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨について周知し、障害者のスポーツ施設の利用実態
や合理的配慮の取組事例を把握するとともに、施設管理者に対し障害者スポーツへの理解を啓発し、障害者の不当な差別的取扱の防止や
合理的配慮の取組を要請することにより、スポーツ施設における障害者の利用を促進する。

・国は、高齢者が楽しく継続的に取り組むことができ、生活習慣病の予防・改善や介護予防を通じて健康寿命の延伸に効果的な「スポーツプ
ログラム」を策定し、地方公共団体や総合型地域スポーツクラブ（総合型クラブ）、日本レクリエーション協会（日レク）などのスポーツ団体に普
及するとともに既存の介護予防の取組とも連携を図りながら、高齢者のスポーツ参加機会の充実を図る。

・国は、「ガイドライン」の策定や先進事例の収集・発信等により、地方公共団体が、民間事業者及び関係団体等との連携・協働体制や人材
の育成等を通じた多くの住民に情報伝達をすることができる仕組みを整備することを促進し、スポーツの習慣化や健康増進を推進する。



＜基本目標＞全国や世界で活躍する選手の育成

国施策

・国及び日体協は、地方公共団体及びスポーツ団体と連携し、指導者養成の基準カリキュラムとして国が策定したグッドコーチ育成のための
「モデル・コア・カリキュラム」を大学やスポーツ団体等へ普及することにより、指導内容の質を確保するとともに、日体協自ら同カリキュラムを指
導者養成講習会等に導入する際、オンラインコンテンツによる講習等を充実する。

・国は、ＪＳＣ、地方公共団体、ＪＯＣ、ＪＰＣ、日体協（各都道府県協会を含む）、日障協（各都道府県協会を含む）、中体連、高体連、日本高等
学校野球連盟、中央競技団体、医療機関及び特別支援学校を含む諸学校等と連携し、地域ネットワークを活用したアスリートの発掘により、
全国各地の将来有望なアスリートの効果的な発掘・育成を支援するシステムを構築するとともに、既に一定の競技経験を有するアスリートの
意欲や適性を踏まえた種目転向を支援する。その際、障害者アスリートの発掘・育成にあたっては、障害に応じたクラス分けにも十分配慮す
る。

・国は、地方公共団体、スポーツ団体及び民間事業者等と連携し、指導者やスポーツ団体職員等としての雇用を促進するほか、地域での運
動指導に関わる機会の拡大等を通じ、引退したアスリートのキャリア形成を支援する。

＜基本目標＞スポーツの持つ多面性の活用

・国は、地方公共団体が中心となって取り組むスタジアム・アリーナ整備に関して検討すべき項目を示すガイドラインを策定し、地方公共団体
及び民間事業者に対する専門的知見・国内外の先進事例情報等の提供や、地域における関係者間での協議の促進を通じて、スポーツの
成長産業化及び地域活性化を実現する基盤としてのスタジアム・アリーナづくりを推進する。

・国は、プロスポーツを含めた各種スポーツ団体と連携した新たなビジネスモデルの開発の支援を通じ、地方公共団体及び民間事業者等に
よるスタジアム・アリーナ改革を通じたまちづくりや地域スポーツ振興のための取組を促進する。

・国は、スポーツ市場の動向調査等を行い、結果を広く共有することにより、地域のプロスポーツをはじめとする各種スポーツ団体等と地方公
共団体や民間事業者等の連携による新たなスポーツビジネスの創出・拡大や、ＩＴ等を活用した新たなメディアビジネスの創出を促進する。

・国は、スポーツ市場規模の算定手法を構築することにより、スポーツ市場の分析を的確に実施するとともに、関係省庁・スポーツ団体・民間
事業者等との継続的な議論の場を設け、先進事例となる新たな取組の共有やニーズ・課題の抽出等を行い、民間事業者と国及び地方公共
団体との連携を促進する。

・地方公共団体は、国のスポーツツーリズムに係る消費者動向の調査・分析やスポーツコミッションの優良な活動事例の情報提供等を活用
し、地域スポーツコミッションの設立支援や、海・山・川など地域独自の自然や環境等の資源とスポーツを融合したスポーツツーリズムの資源
開発等の取組を持続的に推進する。また、ユニバーサルデザインの観点も取り入れたスポーツツーリズムの取組も推進する。

・地方公共団体は、総合型クラブ及び地域スポーツコミッション等と連携し、国による先進事例の調査・分析と普及を通じて、住民の地域ス
ポーツイベントへの参加・運営・支援や地元スポーツチームの観戦・応援などにより、スポーツによる地域一体感の醸成と非常時にも支え合え
る地域コミュニティの維持・再生を促進する。

・国は、日本人のオリンピアン・パラリンピアン・日本代表チームの選手や大会参加国の選手等と住民が交流を行う地方公共団体を「ホストタ
ウン」等として支援することにより、ラグビーワールドカップ2019及び2020年東京大会に向けた各国との人的・経済的・文化的な相互交流を全
国各地に拡大する。

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体等の関係機関と連携し、ＳＦＴ等により、計画的・戦略的な二国間交流や多国間交流・協力を促進す
る。（目標：ＳＦＴによりスポーツの価値を100か国以上1,000万人以上に広げる。）

・国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、諸外国におけるスポーツに関する情報を戦略的に収集・分析・共有するとともに、ス
ポーツ団体等における国際業務の体制の強化及び国内の関係機関との効果的な連携体制の構築を実現する。

＜基本目標＞第82回国民体育大会及び第27回全国障害者スポーツ大会の開催に向けた取組

・国は、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会など各種競技大会等を開催するための施設の基本的な方向性を示し、これに基づき中央
競技団体等が大会後も含めた施設利用や地方公共団体の負担等に十分配慮した基準等を策定することにより、地方公共団体等による効率
的・効果的な施設整備を促進する。

・国、日体協及び開催地の都道府県は、国内トップレベルの総合競技大会である国民体育大会にオリンピック競技種目の導入を促進するこ
となどにより、アスリートの発掘・育成を含む国際競技力の向上に一層資する大会づくりを推進する。


